
委員：

事業内容 125

①

ア　外国人介護人材を雇用していない介護事業所が何故雇
用していないか示されており、妥当かつ説得力があると認め
られるか。

イ　どのような介護事業所における外国人介護人材の雇用
が本市の介護人材確保にとって望ましいか示されており、妥
当かつ合理的と認められるか。

20 16 12 8 4 20

②

ア　より多くの雇用先を確保できるか。

イ　新たな雇用先が確保できる可能性が高いと認められる
か。

ウ　外国人雇用に関する介護事業所の実情を踏まえ、雇用
に踏み出しやすくなるような具体的な工夫があり、効果的と
認められるか。

35 28 21 14 7 35

③

ア　求職者の質は高いと認められるか。

イ　海外からの特定技能による求職者が確保できる可能性
が高いと認められるか。

20 16 12 8 4 20

④
　ミスマッチを防止するための具体的な工夫があり、効果的
と認められるか。

20 16 12 8 4 20

⑤

ア　外国人介護人材への理解が認められ、かつ日常生活や
職場環境、さらにはキャリアアップなど、本委託事業者及び
介護事業所が果たすべき役割を踏まえた就職後のきめ細か
いアフターフォローについて具体的に考慮され、効果的な方
法と認められるか。

イ　履行期間後も定着促進や資質の向上に資すると認めら
れるか。

30 24 18 12 6 30

40

⑥

ア 責任者及び担当者が適切に配置され、事業遂行に十分
な体制と認められるか。

イ 経験や実績をどのように生かすか、具体的かつ合理的な
説明と認められるか。

20 16 12 8 4 20

⑦

ア　合理的な業務行程（案）が提案されているか。

イ　妥当なポイントが示され、実現可能性が高いと認められ
るか。

20 16 12 8 4 20

費用 5

⑧ 事業実施に必要な経費が適切に見積もられているか。 5 4 3 2 1 5

外国人介護人材雇用の考え
方

海外からの特定技能による
求職者の確保

マッチング

アフターフォロー

事業運営計画の確実性

新たな雇用先の開拓

令和７年度特定技能外国人と介護事業所等とのマッチング事業業務委託
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事業実施の体制や事業実績

計画的な業務遂行
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